
⽣前などに住まいを賃貸する仕組み（マイホーム借上げ制度）

現在の住まいが「広すぎる」「不便な⽴地」などの場合には、賃貸住宅等
へ住み替えて、今から⾃宅を他の⽅に賃貸することも考えられます。この場
合、「マイホーム借上げ制度」を活⽤することが考えられます。

この制度では、JTI（（⼀社）移住・住みかえ⽀援機構）が、所有者から
住まいを借上げて転貸を⾏います。住宅が賃貸可能な状態である限りは、終
⾝にわたり住まいを借上げてもらうことができます。

また、１⼈⽬の⼊居者の決定時以降は、空室でも賃料収⼊が保証されるう
え、所有者が、家賃の未払いなど⼊居者とのトラブルに直接関わることはあ
りません。もし⾃宅に戻ることも想定しているときは、契約期間を適切に設
定することにより、契約終了時に、⼊居者へ⽴ち退き料を⽀払うことなく⾃
宅に戻ることもできます。

制度の利⽤に当たっては、⼀定の条件がありますので、詳細は
（⼀社）移住・住みかえ⽀援機構ウェブサイトにてご確認ください。

資料：（⼀社）移住・住みかえ⽀援機構ウェブサイト

詳細はこちら


